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１ 法人の長によるメッセージ 

 

 令和元年度は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、世界中が甚大な被害を受け、美術

館・博物館もまた長期の休館や展覧会の中止を余儀なくされました。国立美術館は国からの要請

をうけ、2月下旬から全館を臨時休館し、展覧会やイベントを中止することで感染の拡大防止に

努めるとともに、オンラインでのコンテンツ配信を強化し、家にいながら美術館の作品や展示を

楽しめる取組に力を入れて参りました。世界中が「ポストコロナ社会」に向けて新しい生活様式

を模索する中で、国立美術館もまた従来の運営方法を大きく見直す必要に迫られておりますが、

世の中が落ち込んでいる今だからこそ、美術の力で社会に活力を取り戻すことが国立美術館の

役割であると考えております。 

 また、国立美術館をめぐる状況はめまぐるしく変化を遂げており、その中で国立美術館は 6館

が互いに協力・連携し、時代の変化に応じた新たな試みを模索しています。令和元年度の大きな

変化としては、東京国立近代美術館工芸館が、東京都千代田区から石川県金沢市に移転したこと

が挙げられます。石川県金沢市への移転によって、東京国立近代美術館工芸館は日本海側で初の

国立美術館となりますが、これを契機として国立美術館は発信力及びネットワーク機能を強化

し、我が国の工芸分野のますますの発展・振興に寄与していきたいと考えております。 

 そのほか、国際的な発信として、第 25 回 ICOM（国際博物館会議）京都大会 2019 に参画し、

会場で国立美術館のブースを設置し、各国の博物館・美術館関係者に国立美術館の活動を紹介し

たほか、京都国立近代美術館においてコスチューム部会（衣装の博物館・コレクション国際委員

会）のセッションを開催するなど積極的な取組を行いました。 

 さらに、国立美術館の活動の基幹となる展覧会事業も着実に実施し、東京国立近代美術館の

「高畑勲展－日本のアニメーションに遺したもの」、京都国立近代美術館の「円山応挙から近代

京都画壇へ」、国立西洋美術館の「国立西洋美術館開館 60 周年記念 松方コレクション展」な

ど、各館の特色を発揮した企画展を開催し、6館合わせて 370 万人を超える方々に来館いただき

ました。国立美術館では、こうした大規模な企画展を開催する一方で、日々の研究成果に基づい

た専門性の高い展覧会をバランスよく開催し、作品や作家にまつわる新たな価値を積極的に発

信したいと考えています。 

 以上のように、急速に変化する社会の中で、各館がそれぞれの特色を発揮した活動を展開し、

我が国のナショナル・センターとして、文化芸術の多様な価値を活かした社会づくりに向け、取

組を進めていく所存です。 

（年 度 計 画 URL http://www.artmuseums.go.jp/04/0404.html） 

（実績報告書 URL http://www.artmuseums.go.jp/03/0303.html） 
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２ 法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

 

【運営基本理念】 

当法人は、独立行政法人国立美術館法に基づき、美術館を設置して、美術（映画を含む。）

に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する

調査及び研究並びに教育及び普及の事業等を行うことにより、芸術その他の文化の振興を図る

ことを目的とし、中期計画等に基づき業務を行います。 

当法人は、上記業務を法令及び業務方法書の定めるところに従い、適正かつ確実な運営を期

するよう努めます。 

 

【運営方針】 

当法人は、我が国における芸術文化の創造と発展、国民の美的感性の育成を使命とする我が

国の唯一の国立の美術館であり、美術振興の中心的拠点として、多様で秀逸な美術作品の鑑賞

機会をより多く提供するため、多様化するニーズを踏まえ、現代の美術を取り巻く状況の変化

に対応した多彩な活動を展開していきます。 

このため、美術館を設置し、それぞれ各館の役割・任務に基づいた展示事業や教育普及・研

修事業、美術（映画を含む。）に関する作品その他の資料の収集・保管・修理等の事業を有機

的・体系的に行うとともに、生涯学習の推進や国際文化交流の振興に積極的に取り組みます。 

また、当法人は、中期目標に基づき、中期計画及び年度計画を定め、これらの計画に沿って

業務を適正に運営します。 
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３ 法人の目的、業務内容 

 

 （１）法人の目的 

    当法人は、美術館を設置して、美術（映画を含む。）に関する作品その他の資料を収集

し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び

普及の事業等を行うことにより、芸術その他の文化の振興を図ることを目的としており

ます。 

 

 （２）業務内容 

    当法人は、上記の目的を達成するため以下の業務を行います。 

     ア 美術館を設置すること。 

     イ 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。 

     ウ イの業務に関連する調査及び研究を行うこと。 

     エ イの業務に関連する情報及び資料を収集し、整理し及び提供すること。 

     オ イの業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業

を行うこと。 

     カ アの美術館を芸術その他の文化の振興を目的とする事業の利用に供すること。 

     キ イからオまでの業務に関し、美術館その他これに類する施設の職員に対する研

修を行うこと。 

     ク イからオまでの業務に関し、美術館その他これに類する施設の求めに応じて援

助及び助言を行うこと。 

     ケ アからクの業務に附帯する業務を行うこと。 
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４ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 期中期目標期間における国立美術館のミッション 

我が国の美術振興の中心的な拠点として「文化芸術立国」の実現に貢献 

 

 

 

 

文化芸術振興基本法 

国の政策：文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 4 次基本方針） 

【我が国が目指す文化芸術立国の姿】 
◎あらゆる人々が全国様々な場で創作活

動へ参加、鑑賞体験ができる機会の提供 
◎2020 年東京大会を契機とする文化プロ

グラムの全国展開 
◎被災地からは復興の姿を、地域の文化芸

術の魅力と一体となり国内外へ発信 
◎文化芸術関係の新たな雇用や産業が現

在より大幅に創出 

【文化芸術振興のための５つの重点戦

略】 
① 文化芸術活動に対する効果的な支援 
② 文化芸術を創造し、支える人材の充実

及び子供や若者を対象とした文化芸術

振興策の充実 
③ 文化芸術の次世代への確実な継承、地

域振興等への活用 
④ 国内外の文化的多様性や相互理解の

促進 
⑤ 文化芸術振興の体制の整備 

① 美術に関する作品等を広く国民に紹介するとともに、美術創造活動の活性化

の推進など多彩な活動を展開し、我が国の文化の向上・発展に努める 
② 我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショナ

ルコレクションを形成するとともに、良好な状態で保管し、後世に文化を継承し

ていく 
③ 我が国の「顔」として海外の主要な美術館、作家等と連携し、美術を通じた国

際文化交流を推進する 
④ 調査研究の成果及び国立美術館が有する所蔵作品や人材を活用し、我が国の

美術館のナショナルセンターとして、美術館活動全体の充実に寄与する 
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５ 中期目標 

 （１）独立行政法人国立美術館が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標） 

    第 4期中期目標期間（平成 28年度～令和 2年度） 

    当法人は、独立行政法人国立美術館法（平成 11年 12月 22日法律第 177 号）第 3条の

目的に基づき、我が国における芸術文化の創造と発展、国民の美的感性の育成を使命とし、

美術振興の中心的拠点として、①美術に関する作品等を広く国民に紹介するとともに、美

術創造活動の活性化を推進するなど多彩な活動を展開し、我が国の文化の向上・発展に努

めること、②我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショ

ナルコレクションを形成するとともに、良好な状態で保管し、後世に文化を継承していく

こと、③我が国の「顔」として海外の主要な美術館、作家等と連携し、美術を通じた国際

文化交流を推進すること、④調査研究の成果及び国立美術館が有する所蔵作品や人材を

活用し、我が国の美術館のナショナルセンターとして、美術館活動全体の充実に寄与する

ことが求められております。 

 

 （２）一定の事業等のまとまりごとの目標 

    当法人は、中期目標における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント

情報を開示しています。 

    具体的な区分名は以下のとおりです。 

   ⅰ 美術振興事業 

     当法人は、我が国の美術振興の中心的拠点として、現代の美術を取り巻く状況の変化

に対応した多彩な活動を展開していくことが求められております。このため、展覧会等

を通じた多様な鑑賞機会を広く国民に提供するとともに、我が国の美術創造活動の活

性化の推進などに積極的に取り組む必要があります。 

   ⅱ ナショナルコレクション形成・継承事業 

     当法人は、我が国唯一の国立の美術館として、我が国の近・現代美術及び海外の美術

を体系的・通史的に提示し得るナショナルコレクションを形成し、海外の主要な美術館

と交流するとともに、これらの貴重な国民的財産を適切に保存・管理し、確実に後世に

伝え、継承していくことが必要とされています。このため、当法人は、コレクションの

充実を図るとともに、作品の保管環境の充実に努めております。 

   ⅲ ナショナルセンター事業 

     当法人が所有、蓄積する美術作品や人材等を活用し、美術振興のナショナルセンター

として、国際交流等を推進するとともに、我が国の美術館活動全体の活性化に寄与する

ことが必要とされています。 
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６ 中期計画・年度計画 

 

 当法人は、中期目標を達成するための中期計画と当該計画に基づく年度計画を作成していま

す。中期計画と当事業年度に係る年度計画との関係は以下のとおりです。 

 詳細については、第4期独立行政法人国立美術館中期計画及び2019年度計画を参照ください。 

 中期計画 http://www.artmuseums.go.jp/04/0403-toc.html 

 年度計画 http://www.artmuseums.go.jp/04/0404.html 

 （注１）ピンク色はセグメント区分を表しています。 

中期計画 2019 年度計画 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスそのほかの業務の質の向上に関する目標を達成するため

にとるべき措置 

１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 

（１）多様な鑑賞機会の提供 

①-1 所蔵作品展 

①-2 企画展 

①-3 上映会等 

①-4 入館者数 

①-5 アンケート調査 

①-6 ５館共同企画展を踏まえた各館の連携

の検討 

② 巡回展 

（１）多様な鑑賞機会の提供 

①-1 所蔵作品展、企画展、上映会等、アンケ

ート調査 

①-2 ５館共同企画展を踏まえた各館の連携

の検討 

①-3 入館者数 

② 地方巡回展 

③ 石川県移転に向けた連携展覧会 

（２）美術創造活動の活性化の推進 

① 新しい芸術表現への取組 

② 公募団体等への展覧会会場の提供（国立新

美術館） 

（２）美術創造活動の活性化の推進 

① 新しい芸術表現への取組 

② 公募団体等への展覧会会場の提供（国立新

美術館） 

（３）美術に関する情報の拠点としての機能

の向上 

① 情報通信技術（ICT）を活用した展覧会情報

や調査研究成果などの公表等 

② 美術情報の収集、記録の作成・蓄積、デジ

タル化、レファレンス機能の充実 

③ インフォメーションデータセンター（IDC）

の確立 

（３）美術に関する情報の拠点としての機能

の向上 

① 情報通信技術（ICT）を活用した展覧会情報

や調査研究成果などの公表等 

② 美術情報の収集、記録の作成・蓄積、デジ

タル化、レファレンス機能の充実 

③ インフォメーションデータセンター（IDC）

の確立 

（４）教育普及活動の充実 

① 幅広い学習機会の提供（講演会、ギャラリ

ートーク、アーティスト・トーク等） 

② ボランティアや支援団体の育成等による

教育普及事業 

（４）教育普及活動の充実 

① 幅広い学習機会の提供（講演会、ギャラリ

ートーク、アーティスト・トーク等） 

② ボランティアや支援団体の育成等による

教育普及事業 

（５）調査研究の実施と成果の反映・発信 

① 調査研究 

② 調査研究成果の発信（ア．館の刊行物によ

（５）調査研究の実施と成果の反映・発信 

① 調査研究 

② 調査研究成果の発信（ア．館の刊行物によ
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る調査研究成果の発信／イ．館外の学術雑誌、

学会等における調査研究成果の発信／ウ．イ

ンターネットによる調査研究成果の発信） 

る調査研究成果の発信／イ．館外の学術雑誌、

学会等における調査研究成果の発信／ウ．イ

ンターネットによる調査研究成果の発信） 

（６）快適な観覧環境の提供 

① 高齢者、障害者、外国人等を含めた入館者

本位の快適な観覧環境の形成 

② 入場料金、開館時間等の弾力化 

③ キャンパスメンバーズ制度の実施 

④ ミュージアムショップ、レストラン等の充

実 

（６）快適な観覧環境の提供 

① 高齢者、障害者、外国人等を含めた入館者

本位の快適な観覧環境の形成 

② 入場料金、開館時間等の弾力化 

③ キャンパスメンバーズ制度の実施 

④ ミュージアムショップ、レストラン等の充

実 

２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示し得るナショナルコレクシ

ョンの形成・継承 

（１）作品の収集 （１）作品の収集 

（２）所蔵作品の保管・管理 

① 収蔵庫等の狭隘・老朽化への対応 

② 保存環境の整備等と防災対策の推進・充実 

（２）所蔵作品の保管・管理 

① 収蔵庫等の狭隘・老朽化への対応 

② 保存環境の整備等と防災対策の推進・充実 

（３）所蔵作品等の修理、修復 （３）所蔵作品等の修理、修復 

（４）所蔵作品の貸与 （４）所蔵作品の貸与 

３．我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄与 

（１） 国内外の美術館等との連携・協力等 

① 国内外の美術関係者との研究会の開催や

研究者との交流等 

② 我が国の作家、美術作品による展覧会開催

のための海外の美術館との連携・協力 

③ 全国の美術館等との人的ネットワークの

形成等 

（１）国内外の美術館等との連携・協力等 

① 国内外の美術関係者との研究会の開催や

研究者との交流等 

② 我が国の作家、美術作品による展覧会開催

のための海外の美術館との連携・協力 

③ 全国の美術館等との人的ネットワークの

形成等 

（２） ナショナルセンターとしての人材育成 

① 美術教育の一翼を担うナショナルセンタ

ーとしての活動（ア．教育普及活動の充実に資

する教材やプログラムの開発／イ．美術館を

活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修

の実施等） 

② 今後の美術館活動を担う中核的人材の育

成 

（２）ナショナルセンターとしての人材育成 

① 美術教育の一翼を担うナショナルセンタ

ーとしての活動（ア．教育普及活動の充実に資

する教材の普及／イ．美術館を活用した鑑賞

教育の充実のための指導者研修の実施等／

ウ．教員免許更新講習） 

②-1 キュレーター研修 

②-2 今後の美術館活動を担う中核的人材の

育成（インターンシップ等受入れ） 

（３） 国内外の映画関係団体等との連携等 

① 映画フィルムの収集・修復・復元・貸与 

② 所蔵映画フィルム検索システムの拡充等

各種情報の収集・発信 

（３）国内外の映画関係団体等との連携等 

① 映画フィルムの収集 

② 保管・保存・修復・復元・貸与 

③ 所蔵映画フィルム検索システムの拡充等

各種情報の収集・発信 

④ 教育普及 
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⑤ 海外における共催上映 

⑥ FIAFへの協力 

⑦ 映画祭等への協力 

⑧ 「国立映画アーカイブ・大学等連携事業」

の一環として講義等実施 

⑨ 「日本映画情報システム」事業に協力し、

「国立映画アーカイブ所蔵映画フィルム検索

システム」への接続を通じた所蔵情報の公開 

⑩ FIAF会議への参加 

⑪ 「全国映画資料館録」更新版刊行 

⑫ 地域連携活動 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 業務運営の取組 

２ 組織体制の見直し 

３ 契約の点検・見直し 

（１）契約の適正化 

（２）施設の管理・運営 

４ 共同調達等の取組の推進 

５ 給与水準の適正化等 

６ 情報通信技術を活用した業務の効率化 

７ 予算執行の効率化 

１ 業務運営の取組 

２ 組織体制の見直し 

３ 契約の点検・見直し 

４ 共同調達等の取組の推進 

５ 給与水準の適正化等 

６ 情報通信技術を活用した業務の効率化 

７ 予算執行の効率化 

 

Ⅲ．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

１ 自己収入の確保 

２ 保有資産の処分 

３ 予算（中期計画の予算） 

４ 収支計画 

５ 資金計画 

１ 自己収入の確保 

２ 保有資産の有効利用・処分 

３ 予算（年度計画の予算） 

４ 収支計画 

５ 資金計画 

Ⅳ．短期借入金の限度額  

Ⅴ．不要財産及び不要財産となることが見込

まれる財産の処分に関する計画 

 

Ⅵ．上記以外の重要な財産の処分等に関する

計画 

 

Ⅶ．剰余金の使途  

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項 

Ⅳ その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項 

１ 内部統制・ガバナンスの強化 

２ 施設・設備に関する計画 

３ 人事に関する計画 

４ 中期目標期間を超える債務負担 

５ 積立金の使途 

６ その他業務運営に関し必要な事項 

１ 内部統制・ガバナンスの強化 

２ 施設・設備に関する計画 

３ 人事に関する計画 

４ 積立金の使途 

５ その他 
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７ 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

 （１）ガバナンスの状況 

 

目標案の諮問・答申等

リスク管理委員会

主務大臣
独立行政法人

評価制度委員会

理事等

（理事会等）

監事 法人の長 会計監査人

内部統制委員会

契約監視委員会

情報セキュリティ

委員会

本部事務局

東京

国立近代

美術館

京都

国立近代

美術館

国立映画

アーカイブ

国立西洋

美術館

国立国際

美術館

国立新

美術館

任
命

任
命

選
任

目
標
等
の
指
示
等
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 （２）役員等の状況 

   ① 役員の状況 

役職 氏名 任期 経歴 

理事長 柳原 正樹 
平成 29 年 4月 1 日～ 
令和 3年 3 月 31 日 

昭和５５年１２月 富山県立近代美術館 
平成１８年 ４月 富山県水墨美術館副館長 

平成２２年 ４月 富山県水墨美術館館長 
平成２５年 ４月 富山県水墨美術館館長（再任用） 
平成２５年 ７月 京都国立近代美術館長 

平成２６年 ４月 独立行政法人国立美術館理事 
         （京都国立近代美術館長） 
平成２９年 ４月 独立行政法人国立美術館理事長 

（京都国立近代美術館長） 

理事 

（常勤） 
青木 早苗 

平成 29 年 4月 1 日～ 

令和 2年 1 月 5日 

昭和６０年 ４月 文部省入省 
平成２１年 ４月 法政大学特認教授 

平成２３年 ４月 国立教育政策研究所生徒指導 
研究センター長 

平成２４年 ９月 国立大学法人東北大学特認教授 

平成２６年 ８月 独立行政法人放射線医学総合研究所監事 
平成２８年 ４月 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

監事 

平成２９年 ４月 独立行政法人国立美術館理事 
         （本部事務局長） 

理事 
（非常

勤） 

太下 義之 
平成 29 年 4月 1 日～ 
令和 3年 3 月 31 日 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 

芸術・文化政策センター 
主席研究員／センター長 

平成２９年 ４月 独立行政法人国立美術館理事 

理事 
（非常
勤） 

五十殿 利治 
平成 30 年 4月 1 日～ 

令和 4年 3 月 31 日 

平成１４年 ４月 国立大学法人筑波大学教授 

平成２９年 ４月 国立大学法人筑波大学特命教授・名誉教授 
平成３０年 ４月 独立行政法人国立美術館理事 

監事 
（非常

勤） 

山脇 佐江子 
平成 28 年 8月 1 日～ 
令和2事業年度財務諸

表承認日まで 

昭和４５年 ４月 兵庫県立近代美術館学芸員 
平成 ７年１２月 名古屋ボストン美術館学芸部長 

平成１６年 ４月 姫路市立美術館館長 
平成２５年 ３月 姫路市立美術館館長退職 
         美術評論家（現職） 

平成２８年 ８月 独立行政法人国立美術館監事 

監事 
（非常

勤） 

増田 正志 
平成 28 年 8月 1 日～ 
令和2事業年度財務諸

表承認日まで 

平成２４年 ７月 増田公認会計士事務所開設 

（現職） 
平成２６年 ４月 国立大学法人東京農工大学監事 

（現職） 

平成２６年 ６月 公益社団法人日本ユネスコ協会 
連盟監事（現職） 

平成２８年 ８月 独立行政法人国立美術館監事 

 

   ② 会計監査人の名称 

     ＥＹ新日本有限責任監査法人 

 

 （３）職員の状況 

    常勤職員は令和元年度末現在、116 人（前事業年度より 3 名増）であり、平均年齢は

44.4 歳（前事業年度と同数）となっております。このうち、国等からの出向者は 17 人、

民間からの出向者は 0人、令和 2年 3月 31日退職者は 2人です。 

 

 （４）重要な施設等の整備等の状況 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 

     東京国立近代美術館工芸館作品収納棚等（取得価額 134百万円） 
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   ② 当事業年度において継続中の主要な施設等の新設・拡充 

     国立新美術館土地（取得価額 1,310百万円、累計額 56,056百万円） 

     東京国立近代美術館工芸館展示ケース整備 

 

   ③ 当事業年度中に処分した主要な施設等 

     国立国際美術館通信設備（取得価額 119百万円、減価償却累計額 119百万円） 

 

 （５）純資産の状況 

   ① 資本金の額及び出資者ごとの出資額 

（単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 81,019 0 0 81,019 

資本金合計 81,019 0 0 81,019 

 

   ② 目的積立金の申請状況、取崩内容等 

当事業年度の総利益 53 百万円については、独立行政法人通則法（平成十一年七月十

六日法律第百三号）第 44条第 1項に定める積立金として整理します。 

また、当事業年度において、前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金のうち、展示

事業、資料収集事業、教育普及事業、入館者サービス及び施設整備に充てるため、222

百万円を取り崩しています。 

 

 （６）財源の状況 

   ① 財源の内訳 

     令和元年度の法人単位の収入決算額は 11,631 百万円であり、その内訳は以下のとお

りです。 

（単位：百万円） 

区分 金額 構成比率 

運営費交付金 7,392 63.56％ 

展示事業等収入 1,437 12.36％ 

施設整備費補助金 1,544 13.28％ 

文化芸術振興費補助金 206 1.77％ 

受託収入 313 2.69％ 

寄附金収入 738 6.35％ 

合計 11,631 100％ 

  （注）百万円未満の金額については、四捨五入で統一しているため、合計額等が一致してい

ない部分があります。 

 

   ② 自己収入に関する説明 

     当法人における自己収入として、展示事業等収入、寄附金収入等があります。 

     展示事業等収入の内訳は、展覧会及び上映会の開催による入場料収入 874百万円、公
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募団体等への会場提供による公募展事業収入 281百万円、不動産賃貸収入 118 百万円、

その他事業収入 156百万円、雑益 8百万円となっております。 

 

 （７）社会及び環境への配慮等の状況 

    当法人では、社会及び環境への配慮の方針として「環境物品等の調達の推進を図るため

の方針」を定めており、毎年度環境物品等の調達を推進するほか、電気使用量、ガス使用

量及びコピー用紙等の使用量の削減に努めております。 
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９ 業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

 （１）リスク管理の状況 

    法人全体で取り組むべき重要な課題（リスク）に対応するため、令和元年度はリスク管

理委員会 2 回開催し法人のリスク管理に係る今後の進め方を検討するとともに、国立美

術館として対応すべきリスクの洗い出しを行い、優先度の高い 5 件についてリスク管理

計画を策定しました。今後、優先度の低いリスクについても順次リスク管理計画を検討す

ることとしております。 

    また、外部有識者で構成する運営委員会や外部評価委員会を通じて、外部の視点からの

リスクの把握に努めるとともに、監事や会計監査人との意見交換を通じて法人運営に影

響を及ぼすリスクの把握に努めております。 

 

 （２）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

  【作品の管理・活用】 

    美術作品は、恒温恒湿に維持された収蔵庫で保管しておりますが、収蔵庫の狭隘・老朽

化が喫緊の課題となっております。平成 30 年度に抜本的な改善の方策を各館単位及び法

人全体で策定しておりますが、方策の実現は予算その他の制約から困難なため、当面は外

部の民間倉庫の借用により対応しております。 

    また、美術作品の活用に当たっては、所蔵者、寄託者、著作権者等との関係の維持や、

権利関係の確認が必要となるリスクがあり、顧問弁護士への相談等を通じて適切な取り

扱いに努めております。 

 

【情報管理】 

  「独立行政法人国立美術館情報セキュリティポリシー」に基づき CISO（最高情報セキュ

リティ責任者）を設置するとともに、副 CISO（最高情報セキュリティ副責任者）を設置
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し、情報資産の安全な運用管理のための組織体制の強化を図っております。 

  CISO は、情報セキュリティ委員会を開催し、国立美術館の情報セキュリティ対策実施

状況の把握及び情報セキュリティ対策実施計画の推進を図り、全職員を対象に情報セキュ

リティ研修を実施するなど、情報セキュリティの向上に取り組んでおります。 
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１０ 業績の適正な評価の前提条件 

 

１．美術振興事業 

 国立美術館は、我が国の美術振興の中心的拠点として、現代の美術を取り巻く状況の変化に対

応した多彩な活動を展開していくことが求められており、展覧会等を通じた多様な鑑賞機会を

広く国民に提供するとともに、我が国の美術創造活動の活性化の推進などに積極的に取り組む

必要があるため、以下の事業を行っている。 

 （１）多様な鑑賞機会の提供 

① 所蔵作品展 

② 企画展 

③ 上映会等 

④ 巡回展 

（２）美術創造活動の活性化の推進 

① 新しい芸術表現への取組 

② 公募団体等への展覧会会場の提供（国立新美術館） 

（３）美術に関する情報の拠点としての機能の向上 

① 情報通信技術（ICT）を活用した展覧会情報や調査研究成果などの公表等 

② 美術情報の収集、記録の作成・蓄積、デジタル化、レファレンス機能の充実 

③ インフォメーションデータセンター（IDC）の確立 

（４）教育普及活動の充実 

① 幅広い学習機会の提供（講演会、ギャラリートーク、アーティスト・トーク等） 

② ボランティアや支援団体の育成等による教育普及事業 

（５）調査研究の実施と成果の反映・発信 

① 調査研究 

② 調査研究成果の発信（ア．館の刊行物による調査研究成果の発信／イ．館外の学術雑

誌、学会等における調査研究成果の発信／ウ．インターネットによる調査研究成果の発

信） 

（６）快適な観覧環境の提供 

① 高齢者、障害者、外国人等を含めた入館者本位の快適な観覧環境の形成 

② 入場料金、開館時間等の弾力化 

③ キャンパスメンバーズ制度の実施 

④ ミュージアムショップ、レストラン等の充実 

  

２．ナショナルコレクション形成・継承事業 

 国立美術館は、我が国唯一の国立の美術館として、我が国の近・現代美術及び海外の美術を体

系的・通史的に提示し得るナショナルコレクションを形成し、海外の主要な美術館と交流すると

ともに、これらの貴重な国民的財産を適切に保存・管理し、確実に後世に伝え、継承していくこ

とが必要である。このため、国立美術館は、コレクションの充実を図るとともに、作品の保管環

境の充実に努めている。 
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３．ナショナルセンター事業 

 国立美術館が所有、蓄積する美術作品や人材等を活用し、美術振興のナショナルセンターとし

て、国際交流等を推進するとともに、我が国の美術館活動全体の活性化に寄与することが必要で

あるため、以下の事業を行っている。 

（１）国内外の美術館等との連携・協力等 

① 国内外の美術関係者との研究会の開催や研究者との交流等 

② 我が国の作家、美術作品による展覧会開催のための海外の美術館との連携・協力 

③ 全国の美術館等との人的ネットワークの形成等 

（２）ナショナルセンターとしての人材育成 

① 美術教育の一翼を担うナショナルセンターとしての活動（ア．教育普及活動の充実に

資する教材やプログラムの開発／イ．美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者

研修の実施等） 

② 今後の美術館活動を担う中核的人材の育成 

（３）国内外の映画関係団体等との連携等 

① 映画フィルムの収集・修復・復元・貸与 

② 所蔵映画フィルム検索システムの拡充等各種情報の収集・発信 
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１１ 業務の成果と使用した資源との対比 

 （１）令和元年度の自己評価 

（単位：百万円） 

項目 評定

（※） 

行政コスト 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めにとるべき措置 

 １ 美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 Ａ 

6,159 

 （１）多様な鑑賞機会の提供 Ａ 

 （２）美術創造活動の活性化の推進 Ｂ 

 （３）美術に関する情報の拠点としての機能向上 Ｂ 

 （４）教育普及活動の充実 Ｂ 

 （５）調査研究の実施と成果の反映・発信 Ａ 

 （６）快適な観覧環境の提供 Ａ 

２ 我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史

的に提示し得るナショナルコレクションの形成・継承 

Ｂ 

850 
 （１）所蔵作品の収集 Ｂ 

 （２）所蔵作品の保管・管理 Ｂ 

 （３）所蔵作品の修理・修復 Ｂ 

 （４）所蔵作品の貸与 Ｂ 

 ３ 我が国における美術館のナショナルセンターとして美

術館活動全体の活性化に寄与 

Ｂ 

875  （１）国内外の美術館等との連携・協力等 Ｂ 

 （２）ナショナルセンターとしての人材育成 Ｂ 

 （３）国内外の映画関係団体等との連携等 Ｂ 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

 １ 業務の効率化の状況等 Ｂ  

 ２ 給与水準の適正化等 Ｂ  

 ３ 情報通信技術を活用した業務の効率化 Ｂ  

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 １ 財務の状況 Ｂ  

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 内部統制 Ｂ  

 ２ 人事に関する計画 Ｂ  

 ３ その他業務に関し必要な事項 Ｂ  

法人共通 1,656 

合計 9,540 

 

※評語の説明 

   Ｓ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果
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が得られていると認められる。 

   Ａ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め

られる。 

   Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

   Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 

   Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求

められる。 

詳細については、自己評価書を参照ください。 

自己評価書 http://www.artmuseums.go.jp/03/0303.html 

 

 （２）当中期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

区分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

評定（※） Ｂ Ｂ Ｂ ― － 

 

  ※評語の説明 

   Ｓ：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る

顕著な成果が得られていると認められる。 

   Ａ：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られて

いると認められる。 

   Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

   Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 

   Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的

な改善を求められる。 
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１２ 予算と決算との対比 

 

（単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 増減理由 

収入 

 運営費交付金 

 展示事業収入 

 施設整備費補助金 

 文化芸術振興費補助金 

 受託収入 

 寄附金収入 

 

 計 

 

7,392 

1,581 

1,381 

0 

0 

650 

 

11,004 

 

7,392 

1,437 

1,544 

206 

313 

738 

 

11,631 

 

 

 

前年度予算に係る工事の完了 

文化庁からの補助金の受入 

文化庁からの受託事業 

国立美術館への寄附の受入 

支出 

 管理部門経費 

 

 事業部門経費 

 施設整備費 

 文化芸術振興費 

 受託事業費 

 寄附金事業費 

 

 計 

 

1,070 

 

7,903 

1,381 

0 

0 

650 

 

11,004 

 

1,223 

 

7,518 

1,544 

206 

313 

441 

 

11,246 

 

前年度から繰り越した運営費交付

金債務の業務達成 

 

前年度予算に係る工事の完了 

文化庁からの補助金の受入 

文化庁からの受託事業 

寄附金を財源とした経費の繰越 

 

 

  詳細については、決算報告書を参照ください。（http://www.artmuseums.go.jp/03/0302.html） 
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１３ 財務諸表 

 （１）貸借対照表 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 

 現金及び預金 

 賞与引当金見返 

 その他流動資産 

固定資産 

 有形固定資産 

 無形固定資産 

 投資その他の資産 

5,455 

4,660 

96 

700 

198,845 

198,137 

28 

680 

流動負債 

 運営費交付金債務 

 賞与引当金 

 その他流動負債 

固定負債 

 資産見返負債 

 退職給付引当金 

4,524 

766 

96 

3,662 

1,265 

585 

680 

負債合計 5,789 

純資産の部 金額 

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

81,019 

116,193 

1,300 

純資産合計 198,512 

資産合計 204,300 負債純資産合計 204,300 

 

 

 （２）行政コスト計算書 

（単位：百万円） 

区分 金額 

損益計算書上の費用 7,312 

 経常費用 6,555 

 臨時損失 757 

その他行政コスト 2,228 

行政コスト合計 9,540 
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 （３）損益計算書 

（単位：百万円） 

区分 金額 

経常費用 6,555 

 業務費 

 一般管理費 

5,323 

1,232 

経常収益 6,437 

 運営費交付金収益等 

 自己収入等 

その他 

引当金見返に係る収益 

3,947 

2,137 

162 

191 

臨時損失 △757 

臨時利益 749 

目的積立金取崩額等 179 

当期総利益 53 

 

 

 （４）純資産変動計算書 

（単位：百万円） 

区分 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計 

当期首残高 81,019 113,043 1,468 195,531 

当期変動額 0 3,149 △169 2,981 

 その他行政コスト 0 △2,226 0 △2,226 

 当期純利益 0 0 △126 △126 

 その他 0 5,375 △43 5,332 

当期末残高 81,019 116,193 1,299 198,512 

 

 

 （５）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

区分 金額 

業務活動によるキャッシュ・フロー 613 

投資活動によるキャッシュ・フロー 84 

財務活動によるキャッシュ・フロー 0 

資金増加額 697 

資金期首残高 3,963 

資金期末残高 4,660 
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    （参考）資金期末残高と現金及び預金との関係 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金期末残高 4,660 

現金及び預金 4,660 

 

 詳細については、財務諸表を参照ください。（http://www.artmuseums.go.jp/03/0302.html） 
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１４ 財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

 （１）貸借対照表 

    当事業年度末現在の資産合計は 204,300百万円となっており、主な内訳は美術品・工芸

品 90,433百万円、土地 64,203百万円、建物 42,267百万円並びに現金及び預金 4,660百

万円です。 

    負債合計は 4,524 百万円となっており、運営費交付金債務 766 百万円（前事業年度比

238 百万円増）、預り寄附金 2,419百万円（前事業年度比 298 百万円増）、未払金 1,190百

万円（前事業年度比 190百万円減）及び退職給付引当金 680百万円などにより、前事業年

度比で 1,057百万円増加しています。 

    純資産合計は 198,512 百万円となっており、内訳は資本金（政府出資金）81,019 百万

円、資本剰余金 116,193百万円（前事業年度比 3,149百万円増）及び利益剰余金 1,300百

万円（前事業年度比 169百万円減）となっております。 

 

 （２）行政コスト計算書 

    当事業年度の行政コストは、損益計算書上の費用 7,312百万円、その他行政コスト 2,228

百万円により、9,540百万円となっております。 

    内訳としては、美術振興事業 6,159 百万円、ナショナルコレクション形成・継承事業

850 百万円、ナショナルセンター事業 875百万円及び法人共通 1,656百万円となっており

ます。 

 

 （３）損益計算書 

    当事業年度の経常費用は 6,555百万円、経常収益は 6,437 百万円となっており、経常損

失が 118 百万円となっております。臨時損失 757 百万円、臨時利益 749 百万円及び目的

積立金の取崩額 179百万円を加えた当期総利益が 53百万円となっております。 

    経常費用の内訳は、美術振興事業費 4,321百万円、ナショナルコレクション形成・継承

事業費 511 百万円、ナショナルセンター事業費 490 百万円及び一般管理費 1,232 百万円

であり、経常収益の主な内訳は、運営費交付金収益 3,722百万円、展示事業等収入 1,437

百万円、受託収入 313百万円、寄附金収益 387百万円、補助金等収益 206百万円、施設費

収益 19百万円などになります。 

 

 （４）純資産変動計算書 

    当事業年度の純資産は、前事業年度から 2,981 百万円の増加となっております。主な要

因は、資本剰余金が、美術品・工芸品の増加 3,808 百万円、国立新美術館の土地購入 1,381

百万円、減価償却相当累計額の増加 2,085百万円などにより 3,149百万円増加し、利益剰

余金が、前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の取崩などにより 169 百万円減少し

たことになります。 

 

 （５）キャッシュ・フロー計算書 

    当事業年度のキャッシュ・フローは 697百万円の資金増加となっております。 

これは、業務活動によるキャッシュ・フローが、所蔵作品の購入による支出 3,146百万

円、人件費の支払による支出 1,807百万円、その他の業務支出 2,750百万円、運営費交付



26 

金収入 7,392百万円、入場料収入 888 百万円等により、613百万円の資金増加となってお

り、投資活動によるキャッシュ・フローが、有形固定資産の取得による支出と施設費によ

る収入により、84百万円の資金増加となっているためです。 
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１５ 内部統制の運用に関する情報 

 

 

＜内部統制の運用（業務方法書第 14条）＞ 

国立美術館は、役員（監事を除く。）の職務の執行が通則法、国立美術館法又は他の法令に適合

することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制（以下

「内部統制システム」という。）を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。 

 令和元年度においては、内部統制委員会 11月及び 3月に開催。 

 

 ＜監事監査・内部監査（業務方法書第 23、第 24条）＞ 

 監事は、法人の業務及び会計に関する監査を行います。監査結果報告書を理事長に通知し、監

査の結果、改善を要する事項があると認めるときは報告書に意見を付すことができます。 

 また、理事長は、国立美術館の資産及び会計の適正を期することを目的に、役員又は職員のう

ちから監査員を命じて内部監査を行わせており、令和元年度においても、本部を含む全館につい

て監査を行っております。 

 

 ＜入札及び契約に関する事項（業務方法書 26条）＞ 

 入札及び契約に関する規定を整備することとしており、監事及び外部有識者から構成される

「契約監視委員会」の設置等を定めている。契約事務の適切な実施等を目的として契約事務取扱

規則に基づき契約監視委員会を２月に開催した。 
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１６ 法人の基本情報 

 （１）沿革 

    平成１３年４月 東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立

国際美術館４館で構成される独立行政法人国立美術館として発足 

    平成１８年７月 国立新美術館を機関設置 

    平成３０年４月 国立映画アーカイブを機関設置 

 

    第 1期中期目標期間 平成１３年４月～平成１８年３月 

    第 2期中期目標期間 平成１８年４月～平成２３年３月 

    第 3期中期目標期間 平成２３年４月～平成２８年３月 

    第 4期中期目標期間 平成２８年４月～令和 ３年３月 

 

 （２）設立に係る根拠法 

    独立行政法人国立美術館法（平成１１年 12月 22日法律第１７７号） 

 

 （３）主務大臣（主務省所管課等） 

    文部科学大臣（文部科学省文化庁企画調整課） 
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 （４）組織図 （令和 2年 3月 31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計課

本部

事務局長 次長 総務企画課

財務課

情報企画室

東京国立近代美術館

館長 副館長 運営管理部 総務課

企画課

理事長
理　事

美術課

工芸課

監事
（非常勤）

京都国立近代美術館

館長 総務課

国立国際美術館

監査室 学芸課

国立映画アーカイブ

館長 総務課

学芸課

学芸課

渉外・広報課

外部評価委員会

運営委員会

館長 総務課

学芸課

国立新美術館

館長 総務課

国立西洋美術館

館長 副館長 総務課

学芸課

副館長
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 （５）事務所の所在地 

本 部：東京都千代田区北の丸公園３－１東京国立近代美術館内 

東京国立近代美術館：東京都千代田区北の丸公園３－１ 

京都国立近代美術館：京都府京都市左京区岡崎円勝寺町２６－１ 

国立映画アーカイブ：東京都中央区京橋３－７－６ 

国 立 西 洋 美 術 館：東京都台東区上野公園７－７ 

国 立 国 際 美 術 館：大阪府大阪市北区中之島４－２－５５ 

国 立 新 美 術 館：東京都港区六本木７－２２－２ 

 

 （６）主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益財団法人等の状況 

    当事業年度は該当ありません。 

 

 （７）主要な財務データの経年比較 

（単位：百万円） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

資産 186,222 191,281 195,580 200,263 204,300 

負債 3,765 4,164 4,902 4,732 5,789 

純資産 182,456 187,117 190,678 195,531 198,512 

行政コスト - - - - 9,540 

経常費用 5,958 5,803 6,134 6,530 6,555 

経常収益 6,147 6,214 6,448 6,788 6,437 

当期総利益 221 434 315 264 53 

 

 （８）翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

   ① 予算 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入  

 運営費交付金 7,552 

 展示事業等収入 1,581 

 寄附金収入 650 

 施設整備費補助金 1,381 

計 11,164 

支出  

 管理部門経費 1,130 

 事業部門経費 8,003 

 寄附金事業費 650 

 施設整備費 1,381 

計 11,164 
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   ② 収支計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部  

 経常費用 6,753 

  管理部門経費 1,107 

  事業部門経費 4,836 

  寄附金事業費 650 

  減価償却費 160 

  

収益の部  

 経常収益 6,753 

 運営費交付金収益 4,362 

  展示事業等収入 1,581 

  寄附金収益 650 

  資産見返負債戻入 160 

 

   ③ 資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 11,164 

 業務活動による支出 9,714 

 投資活動による支出 1,450 

  

資金収入 11,164 

 業務活動による収入 9,783 

  運営費交付金による収入 7,552 

  展示事業等による収入 1,581 

  寄附金収入 650 

 投資活動による収入 1,381 

  施設整備費補助金による収入 1,381 

 

 詳細については、年度計画を参照ください。（http://www.artmuseums.go.jp/04/0404.html） 
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１７ 参考情報 

 （１）要約した財務諸表の科目の説明 

① 貸借対照表 

     現金及び預金  ：現金、預金 

     その他流動資産 ：たな卸資産、未収入金、立替金など 

     有形固定資産  ：土地、建物、機械装置、車両、工具器具備品、美術品・収蔵品

など独立行政法人が長期にわたって使用又は利用する有形の固

定資産 

       無形固定資産  ：ソフトウェア、電話加入権など独立行政法人が長期にわたって

使用又は利用する無形の固定資産 

        運営費交付金債務：独立行政法人の業務を実施するために国から交付された運営費

交付金のうち、未実施の部分に該当する債務残高 

        政府出資金   ：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成する

もの 

        資本剰余金   ：国から交付された施設費や寄附金などを財源として取得した資

産で、独立行政法人の財産的基礎を構成するもの 

     利益剰余金   ：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 

   ② 行政コスト計算書 

     損益計算書上の費用：損益計算書における経常費用、臨時損失 

     その他行政コスト ：政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得 

した資産の減少に対応する、独立行政法人の実質的な会計上の

財産的基礎の減少の程度を表すもの 

     行政コスト    ：独立行政法人のアウトプットを生み出すために使用したフル

コストの性格を有するとともに、独立行政法人の業務運営に関

して国民の負担に帰せられるコストの算定基礎を示す指標と

しての性格を有するもの 

 

   ③ 損益計算書 

     業務費経費   ：独立行政法人の事業に要した費用 

     一般管理費経費 ：独立行政法人の一般管理に要した費用 

     人件費     ：給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要する経費 

減価償却費   ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用 

として配分する経費 

補助金等収益  ：国・地方公共団体等の補助金等、国からの運営費交付金及び施設

整備費補助金のうち、当期の収益として認識した収益 

     自己収入等   ：入場料収入、公募展事業収入、寄附金収益などの収益 

その他     ：資産見返運営費交付金戻入、資産見返寄附金戻入、資産見返物品

受贈額戻入、資産見返補助金等戻入等が該当 

臨時損益    ：固定資産の除却および売却、為替差損等が該当 

 



33 

   ④ 純資産変動計算書 

     当期末残高：貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

 

⑤ キャッシュ・フロー計算書 

     業務活動によるキャッシュ・フロー： 

                 独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表すサ

ービスの提供等による収入、原材料、商品又はサービスの購入

による支出、人件費支出等が該当 

     投資活動によるキャッシュ・フロー： 

                将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係

る資金の状態を表す 

固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出が該当 

     財務活動によるキャッシュ・フロー： 

                増資等による資金の収入・支出、償券の発行・償還及び借入

れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済などが該当 

 

 （２）その他公表資料等との関係の説明 

    事業報告書に関連する報告書等として、以下の報告書等を作成しています。 

    ① 国立美術館業務実績報告書 

    ② 自己評価書 

    http://www.artmuseums.go.jp/03/0303.html 

 

以上 


